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国
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医
療
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度
の
お
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せ

国
保
・
後
期
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者
医
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制
度
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お
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せ

国
保
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
お
知
ら
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被
保
険
者（
入
院
さ
れ
る
方
な
ど
）

役
場　

保
険
年
金
課

医
療
機
関

　

現
在
、
交
付
し
て
い
る
後
期
高
齢
者
被
保

険
者
証
の
有
効
期
限
は
、
７
月
31
日
ま
で
で

す
。

　

８
月
１
日
か
ら
ご
使
用
い
た
だ
く
被
保
険

者
証
は
、
あ
ら
た
め
て
所
得
判
定
が
行
わ
れ

一
部
負
担
割
合
を
決
定
し
て
、
７
月
末
ま
で

に
ご
自
宅
に
郵
送
し
ま
す
。

　

有
効
期
限
の
過
ぎ
た
被
保
険
者
証
は
、
窓

口
へ
返
却
し
て
い
た
だ
く
か
、
各
自
で
裁
断

処
分
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

負
担
割
合
は
、
同
じ
世
帯
に
属
す
る
70
歳

以
上
の
方
の
、
平
成
21
年
中
の
住
民
税
課
税

所
得
か
ら
判
定
さ
れ
ま
す
。

　

判
定
に
つ
い
て
は
、左
図
の
と
お
り
で
す
。

　

国
民
健
康
保
険
お
よ
び
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
の
被
保
険
者
で
、
入
院
さ
れ
る
方
、
ま

た
は
、
入
院
さ
れ
て
い
る
方
は
、
あ
ら
か
じ

め
、「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
や
「
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
の
申
請

を
し
、
交
付
さ
れ
た
各
認
定
証
を
医
療
機
関

に
被
保
険
者
証
と
一
緒
に
提
示
す
る
こ
と

で
、
窓
口
で
の
支
払
が
自
己
負
担
限
度
額
ま

で
と
な
り
ま
す
。

※ 

自
己
負
担
限
度
額
に
つ
い
て
は
、
各
担
当

ま
で
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

更
新
時
期
で
す

更
新
時
期
で
す

負
担
割
合
の
判
定
に
つ
い
て

負
担
割
合
の
判
定
に
つ
い
て

限
度
額
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認
定
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よ
び
限
度
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適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

限
度
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適
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限
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・
標
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担
額
減
額

認
定
証
の
交
付
申
請
（
更
新
含
む
）
の
お
知
ら
せ

認
定
証
の
交
付
申
請
（
更
新
含
む
）
の
お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証

　

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
は
、
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
の
方
を
除
く

70
歳
か
ら
74
歳
の
方
に
交
付
し
て
い
ま
す
。

  

交
付
し
て
い
る
高
齢
受
給
者
証
の
有
効
期

限
は
７
月
31
日
ま
で
で
す
。

　

８
月
１
日
か
ら
ご
使
用
い
た
だ
く
高
齢
受

給
者
証
は
、
あ
ら
た
め
て
所
得
判
定
が
行
わ

れ
一
部
負
担
割
合
を
決
定
し
て
、
７
月
末
ま

で
に
ご
自
宅
に
郵
送
し
ま
す
。

◆
高
齢
受
給
者
の
適
用
開
始
日

　

７
月
２
日
以
降
70
歳
に
な
ら
れ
る
方
は
、

70
歳
の
誕
生
日
の
翌
月
（
１
日
が
誕
生
日
の

方
は
そ
の
月
）
か
ら
該
当
し
ま
す
の
で
、
70

歳
の
誕
生
月
の
末
日
ま
で
（
１
日
が
誕
生
日

の
方
は
誕
生
月
の
前
月
下
旬
）
に
郵
送
し
ま

す
。

限度額適用認定証
限度額適用・標準負
担額減額認定証

適用範囲
・ 医療費：限度額
までの負担

・ 医療費：限度額ま
での負担
・ 食費：入院時の食
事代が減額

交付条件
・ 国保税の未納期
間のない世帯

・ 保険税（料）の未
納期間のない世帯
・ 住民税非課税世帯

国保
70歳未満 ○ ○

70歳以上
75歳未満

○

後期高齢 75歳以上 ○

　

現
在
、
各
認
定
証
の
交
付
を
受
け
て
お
ら

れ
る
方
は
、
有
効
期
限
は
７
月
31
日
ま
で
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

引
き
続
き
認
定
証
な
ど
が
必
要
な
方
は
、

各
担
当
ま
で
交
付
申
請
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◆
持
ち
物

○
旧
の
各
認
定
証
○
被
保
険
者
証
○
印
鑑

◆
問
い
合
わ
せ
先　

役
場　

保
険
年
金
課　

○
国
民
健
康
保
険
係 

　

☎
内
線
１
１
４
４
〜
１
１
４
６

○
後
期
高
齢
者
医
療
係

　

☎
内
線
１
１
４
３
・
１
１
４
７　

負担割合の判定

収入による判定

基準収入適用申請書を提出

「限度額適用認定申請書」
「限度額適用・標準負
担額減額認定申請書」

交付申請

「限度額適用認定証」
「限度額適用・標準負
担額減額認定証」

認定証の交付

限度額を越
える分を支
払い

「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負額減
額認定証」を被保険者証といっしょに提示

70歳以上２人以上

「限度額適用認定」「限度額適用・標準負担額減額認定」のしくみ

★　各認定証の適用範囲・交付条件など　★

70歳以上1人のみ

収入額
383万円未満
１割負担

収入額
383万円以上
３割負担

収入額
520万円以上
３割負担

収入額
520万円未満
１割負担

１割負担

※課税所得
145万円未満の世帯

　

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
70
歳

以
上
の
高
齢
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方

は
、 

平
成
23
年
４
月
か
ら
自
己
負
担
割
合

が
２
割
（
現
役
な
み
の
所
得
が
あ
る
人

は
３
割
の
ま
ま
）
と
な
る
予
定
で
す
。

※課税所得
145万円以上の世帯

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
保
険
者
証

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
保
険
者
証

※この部分の判定は、
　各保険者ごとでの
　判定となります。


